
第８節 支給量管理

Ⅰ 居宅介護及びデイサービスに係る支給量管理

居宅介護及びデイサービスの利用は、支給決定障害者（保護者）が予め特定した

事業者と、月当たりのサービス提供内容や提供量を定めて契約し、サービス提供を

受けるのが通常であり 一の事業者が提供する月当たりのサービス提供量 以下 契、 （ 「

約支給量」という ）を予め把握することが可能である。。

そこで、支給決定された支給量（以下「決定支給量」という ）の範囲内で、一人。

の支給決定障害者（保護者）に対し、各事業者が提供する契約支給量を支給決定障

害者（保護者 、事業者及び市町村がそれぞれ支給量の管理を行う。）

新規に契約する場合１

（１）居宅受給者証の事業者記入欄への記入

契約を締結しようとする事業者は、支給決定障害者（保護者）から居宅受給

者証の提示を受け、受給資格を確認するとともに、居宅受給者証の区分ごとの

月当たりの決定支給量を確認する。

、 、その決定支給量の範囲内で 当該事業者が提供する区分ごとの契約支給量を

居宅受給者証の事業者記入欄に、事業者及びその事業所の名称、区分及び契約

、 。 、日を併せて記入し 事業者名を特定することができる確認印を押印する なお

事業者記入欄は、番号順に記入し、一の欄には一の区分のみを記入することと

する。

（２）利用者が複数の事業者と契約する場合

既に一の事業者が、居宅受給者証の事業者記入欄に契約支給量を記入してい

る区分について、後に、別の事業者が同一区分で契約しようとする場合は、決

定支給量から既に記入されている契約支給量を差し引いた残りの決定支給量の

範囲内において、契約支給量を記入する。

（例）支給決定障害者（保護者 （決定支給量１００）がＡ事業者及びＢ事業者と）

契約する場合

・支給決定障害者（保護者）とＡ事業者（又はＢ事業者）が契約をし、契約

支給量を３０とした後に、同一区分において、支給決定障害者（保護者）

とＢ事業者（又はＡ事業者）が契約できる契約支給量は、

（ （ ） ）決定支給量１００－Ａ事業者 又はＢ事業者 との契約支給量３０

の計算で算出される７０の範囲内である。

・上記に基づいて契約された契約支給量をＢ事業者（又はＡ事業者）が居宅



受給者証の事業者記入欄に記入する。

（３）契約内容の報告

事業者は、支給決定障害者（保護者）と契約をしたときは、契約内容報告書

（ Ⅲ 契約内容報告書（居宅介護、デイサービス 」参照）により、次に掲げ「 ）

る事項を市町村に対し、遅滞なく報告する。

ア 事業者記入欄の番号

イ 区分

ウ 契約支給量

エ 契約日

オ その他必要事項

（４）居宅生活支援費支給管理台帳による管理

市町村は、事業者から提出された契約内容報告書に基づき、区分、契約支給

量及び契約日等を居宅生活支援費支給管理台帳（ Ⅳ １ 居宅生活支援費支給「

管理台帳」参照）で管理する。

（５）サービス提供実績記録票の作成

事業者は、サービス提供実績記録票（ Ⅴ サービス提供実績記録票」参照）「

を作成し サービスを提供した その都度 実績を記録し 支給決定障害者 保、 、 、 、 （

護者）の確認を受ける。

※ 支給決定障害者（保護者）の確認は、原則として自署又は押印による。

（６）請求内容の確認

市町村は、事業者から居宅生活支援費の請求があったときは、請求内容と居

宅生活支援費支給管理台帳の内容を突合し、当月既提供量が、契約支給量を超

えていないか等を確認し、審査の上支払を行う。

２ 契約を終了する場合

（１）居宅受給者証の事業者記入欄への記入

事業者は、当該事業者が記載していた居宅受給者証の事業者記入欄に、当該

契約支給量によるサービス提供終了日、サービス提供終了月中の終了日までの



既提供量を記入し、事業者名を特定することができる確認印を押印する。

（２）契約終了の報告

事業者は、契約を終了したときは、契約内容報告書により、次に掲げる事項

を市町村に対し、遅滞なく報告する。

ア サービス提供を終了する事業者記入欄の番号

イ 当該契約支給量によるサービス提供終了日

ウ サービス提供終了月中の終了日までの既提供量

（３）契約終了後、支給決定障害者（保護者）が別の事業者と新たに契約する場合

前事業者との契約が終了した後に、同一区分について、別の事業者が新規の

契約をし、前事業者がサービス提供を終了した月の終了日以降から新たなサー

ビスを提供する場合は、前事業者が事業者記入欄に記入したサービス提供終了

月中の終了日までの既提供量を、居宅受給者証により確認し、その月の支給決

定量から当該サービス提供終了月の既提供量を差し引いた残りの支給量を超え

ない範囲でサービス提供を行う。

（例）支給決定障害者（保護者 （決定支給量１００）がＡ事業者と契約をし、当）

該契約の終了後にＢ事業者と新たに契約をする場合

・支給決定障害者（保護者）がＡ事業者と契約をし、契約支給量を３０とし

た後に、当該契約が終了した場合、同一区分において、Ｂ事業者が新たに

契約できる契約支給量は、

（決定支給量１００－Ａ事業者との契約支給量３０）

の計算で算出される７０の範囲内である。

・上記に基づいて契約された契約支給量を越えない範囲でＢ事業者はサービ

ス提供を行う。

（決定支給量の変更等により、事業者が契約支給量３ 契約支給量を変更する場合

を変更して、サービスを提供する場合）

（１）居宅受給者証の事業者記入欄への記入

事業者は、当該事業者が記入していた居宅受給者証の事業者記入欄に、２の

「契約を終了する場合」と同じ要領で記載し、新たに、事業者記入欄の最も若

い未記入の事業者記入欄に、事業者及びその事業所の名称、区分、新たな契約

支給量及び契約日（契約支給量を変更した日）を記入し、事業者名を特定でき

る確認印を押印する。



（２）契約内容の報告

事業者は、契約支給量を変更したときは、契約内容報告書により、次に掲げ

る事項を市町村に対し、遅滞なく報告する。

ア 契約支給量変更前の当該事業者記入欄の番号

イ 当該契約支給量によるサービス提供終了日

ウ サービス提供終了月中の終了日までの既提供量

エ 新たな契約支給量を記入した事業者記入欄の番号

オ 区分

カ 契約支給量

キ 契約日

ク その他必要事項

Ⅱ 短期入所の支給量管理

居宅介護及びデイサービスを利用する場合のように、支給決定障害者（保護者）

が予め特定した事業者と、月当たりのサービス提供内容、提供量を定めて契約し、

サービス提供を受けることが、短期入所を利用する場合においては、一般的とはい

えない。

したがって、居宅介護及びデイサービスと同様に、一の事業者がサービス提供を

する月当たりの提供量（契約支給量）を利用者、事業者及び市町村が把握すること

による支給量管理の方法は適当ではない。

そこで、居宅受給者証の短期入所事業者実績記入欄に、短期入所の利用実績を短

期入所事業者がサービスを提供するたび記入し、短期入所を利用する時点で、決定

支給量の残量を支給決定障害者（保護者）及び事業者が把握できるようにすること

により、支給量の管理を行う。

１ 居宅受給者証の提示

支給決定障害者（保護者）は、契約の申し込みを行う際、居宅受給者証を提示

する。

２ 居宅受給者証の短期入所事業者実績記入欄の確認

事業者は、支給決定障害者（保護者）から居宅受給者証の提示を受け、受給資

格を確認するとともに、居宅受給者証の決定支給量と短期入所事業者実績記入欄

の記載を確認する。



※既に利用実績がある場合

当月の決定支給量から既に記入されている利用実績を差し引いた残りの決定

支給量において、サービス提供が可能である。

（例）支給決定障害者（保護者 （決定支給量１００）が既に３０の利用実績があ）

る場合は、

（決定支給量１００－サービスの既提供量３０）

の計算で算出される７０の範囲内でサービス提供が可能である。

３ 居宅受給者証の短期事業者実績記入欄への記入

事業者は、サービス提供後、居宅受給者証の短期入所事業者実績記入欄に、事

業者及びその事業所の名称、区分、実施日、実施日数及び累計を記入し、事業者

名を特定することができる確認印を押印の上、支給決定障害者（保護者）に返却

する。

４ 居宅生活支援費支給管理台帳による管理

市町村は、サービス提供実績を居宅生活支援費支給管理台帳（ Ⅳ １ 居宅生「

活支援費支給管理台帳」参照）で管理する。

５ サービス提供実績記録票の作成

、 、 、 、事業者は サービス提供実績記録票を作成し サービスを提供した その都度

実績を記録し、支給決定障害者（保護者）の確認を受ける。

※ 支給決定障害者（保護者）の確認は、原則として自署又は押印による。

６ 請求内容の確認

市町村は、事業者から居宅生活支援費の請求があったときは、請求内容と居宅

生活支援費支給管理台帳の内容を突合し、当月既提供量が、決定支給量を超えて

いないか等を確認し、審査の上支払を行う。

７ 利用が決定支給量の上限に達した場合

利用が決定支給量の上限に達した場合、達した際の事業者が居宅受給者証の短

期入所実績記入欄のサービス提供月の利用実績の記載部分を複写し、請求書類に

添付して、市町村に提出する。



Ⅲ （様式第２０号、様式第２１号）契約内容報告書（居宅介護、デイサービス）

契約を締結した事業者は、新規に契約したとき、契約を終了したとき、契約支給

量を変更したときは、契約内容報告書により、その契約内容を市町村に対し、遅滞

なく報告しなければならない。

１ 報告期限

事業者が市町村に対し、居宅生活支援費請求書等をサービス提供月翌月１０日

までに提出する必要があることに留意し、契約の締結等後、速やかに報告する。

２ 報告内容

（１）報告対象者

ア 居宅受給者証番号

イ 支給決定障害者（保護者）氏名

ウ 支給決定に係る児童氏名

（２）契約締結又は契約変更内容による契約支給量等

ア 居宅受給者証の事業者記入欄の番号

イ 区分

ウ 契約支給量

エ 契約日等（又は契約支給量を変更した日）

オ 理由（新規又は契約の変更）

（３）既契約の契約支給量によるサービス提供を終了した報告

ア 提供を終了する事業者記入欄の番号

イ 提供終了日

ウ 提供終了月中の終了日までの既支給量

エ 既契約の契約支給量でのサービス提供を終了する理由

３ 記載方法

（１）報告対象者

当該契約に係る支給決定障害者（保護者）の居宅受給者番号、氏名等を記

載する。



（２）契約締結又は契約変更内容による契約支給量等

ア 当該契約に係る居宅受給者証の事業者記入欄の番号ごとに記入した契約

締結及び契約変更の内容（区分、契約支給量、契約日等）を記載する。

イ 当該報告の理由となる事項をチェックする。

（３）既契約の契約支給量によるサービス提供を終了した報告

ア 当該契約に係る居宅受給者証の事業者記入欄の番号ごとに記入したサー

ビス提供終了に係る内容（提供終了日、提供終了月中の終了日までの既支

給量）を記載する。

イ 当該報告の理由となる事項をチェックする。

Ⅳ 支給管理台帳

市町村は、支援費の支給決定を行い受給者証を交付する際に、支給決定内容、サ

ービスの受給状況等を記録し管理するために、次に掲げる事項を記載した支給管理

台帳を作成し保管する。

（様式第３１号）１ 居宅生活支援費支給管理台帳

（１）支給決定に係る事項

ア 居宅受給者証番号

イ 支給決定障害者（保護者）氏名、支給決定に係る児童氏名、扶養義務者

とその続柄

ウ 支給決定日

エ 支給期間

オ 区分及び支給量

カ 利用者負担額（本人、扶養義務者）

※なお、ウからカまでについては、居宅生活支援の種類ごとに記載する。

（２）支給量変更に係る事項

支給決定障害者（保護者）から支給量変更の申請又は職権により、支給量

変更の決定を行ったときに、居宅生活支援の種類ごとに、その変更後区分、

変更後支給量、変更決定（却下）日及びその変更決定（却下）理由を記載す

る。



（３）利用者負担額に関する変更に係る事項

利用者負担額に関する変更を行ったときに、本人、扶養義務者それぞれの

変更内容（階層、額）及びその理由を記載する。

（４）居宅介護に係る事項

ア 居宅介護契約内容報告書記録

事業者から居宅介護に係る契約内容報告書の提出を受けたとき、受給者

証記入欄番号ごとにその報告内容を記載する。

イ 居宅介護区分別支払実績表

事業者から支援費の請求を受け、支払を行ったとき、居宅介護の区分ご

とに、区分決定支給量を毎月、記載するとともに、事業者ごとに、契約支

給量、支給量実績、支払額を記載する。

なお、複数の事業者を利用している場合は、契約支給量合計、支給量実

績合計、支払額合計を記載する。

ウ 居宅介護事業者別支払実績

事業者から支援費の請求を受け、支払を行ったときに、事業者ごとにそ

の支払額の合計を算出し、毎月、記載する。

（５）デイサービスに係る事項

ア デイサービス契約内容報告書記録

事業者からデイサービスに係る契約内容報告書の提出を受けたときに、

受給者証記入欄番号ごとにその報告内容を記載する。

イ デイサービス区分別支払実績表

事業者から支援費の請求を受け、支払を行ったときに、デイサービスの

区分ごとに、その支払実績及び区分決定支給量を毎月、記載する。

また、複数の事業者を利用している場合は、事業者ごとに契約支給量、

支給量実績、支払額及びその合計額を記載する。



ウ デイサービス事業者別支払実績

事業者から支援費の請求を受け、支払を行ったときに、事業者ごとにそ

の支払額の合計を算出し、毎月、記載する。

（６）短期入所に係る事項

ア 短期入所区分別支払実績

事業者から支援費の請求を受け、支払を行ったときに、短期入所の区分

ごとに、その支払実績及び区分決定支給量を毎月、記載する。

また、複数の事業者を利用している場合は、事業者ごとの支給量実績、

支払額及びその合計額を記載する。

イ 短期入所事業者別支払実績

事業者から支援費の請求を受け、支払を行ったときに、事業者ごとにそ

の支払額の合計を算出し、毎月、記載する。

（７）知的障害者地域生活援助（グループホーム）に係る事項

知的障害者地域生活援助年度別支払実績

事業者から支援費の請求を受け、支払を行ったときに、その支払額を毎

月、記載する。

また、年度途中に入退居があった場合には、それぞれの事業者ごとに入

居日、退居日を記載するとともに、それぞれの支払額を記載する。

２ 施設訓練等支給管理台帳（様式第３２号）

（１）支給決定に係る事項

ア 施設受給者証番号

イ 支給決定障害者氏名、支給決定に係る扶養義務者氏名及び続柄

ウ 支給決定日

エ 支給期間

オ 施設支援の種類

カ 障害程度区分

キ 利用者負担額（本人 階層及び額、扶養義務者 階層及び額）



（２）施設訓練等支援費基準額設定

支給決定の際に、決定した施設訓練等支援費基準額等を記載する。

（３）利用者負担額に関する改定又は変更に係る事項

利用者負担額に関する改定又は変更を行ったときに、本人、扶養義務者そ

れぞれの改定内容（額、階層）を及びその理由を記載する。

（４）障害程度区分変更

支給決定障害者から障害程度区分変更の申請又は職権により、障害程度区

分変更の決定を行ったときに、変更後障害程度区分、変更決定（却下）日及

びその理由を記載する。

（５）年度別施設訓練等支払実績

、 、 、事業者から支援費の請求を受け 支払を行ったときに その支払額を毎月

記載する。

また、年度途中に入退所があった場合には、それぞれの事業者ごとに入所

日、退所日を記載するとともに、それぞれの支払額を記載する。

Ⅴ サービス提供実績記録票

事業者は、居宅生活支援の種類ごとに、次に掲げる事項を記載したサービス提供

実績記録票を作成し、サービスを提供した、その都度、実績を記録し、利用者の確

認を受けることとする。

なお、サービス提供実績記録票は、事業者が、支援費の請求をする際に、その写

しを併せて提出する。

１ 居宅介護サービス提供実績記録票（様式第２８号）

（１）契約内容に係る事項

ア 居宅受給者証番号

イ 支給決定障害者（保護者）氏名、児童氏名

ウ 事業者番号、事業者及びその事業所の名称

エ 区分及び契約支給量

オ 利用者負担額（本人、扶養義務者）



（２）サービス提供実績に係る事項

ア 区分、提供時間帯

居宅介護の区分及びサービスの提供時間帯を記載する。

イ 実績の記録

居宅介護の区分及びサービスの提供時間帯ごとに、サービスを提供した、

日付、曜日、予定時間数、実績時間数、利用者負担額（本人・扶養義務者）

をその都度、記録する。

ウ 利用者確認

イにおいて記録した実績内容について、その都度、利用者（支給決定障害

者（保護者 ）の確認を受ける。）

なお、利用者（支給決定障害者（保護者 ）の確認は、原則として自署又は）

押印による。

２ デイサービス提供実績記録票（様式第２９号）

（１）契約内容に係る事項

ア 居宅受給者証番号

イ 支給決定障害者（保護者）氏名、児童氏名

ウ 事業者番号、事業者及びその事業所の名称

エ 区分及び契約支給量

オ 利用者負担額（本人、扶養義務者）

（２）サービス提供実績に係る事項

ア 区分

デイサービスの区分を記載する。

イ 実績の記録

デイサービスの区分ごとに、サービスを提供した、日付、曜日、予定日、

実施日、利用者負担額（本人・扶養義務者）をその都度、記録する。



ウ 利用者確認

イにおいて記録した実績内容について、その都度、利用者（支給決定障害

者（保護者 ）の確認を受ける。）

なお、利用者（支給決定障害者（保護者 ）の確認は、原則として自署又は）

押印による。

３ 短期入所サービス提供実績記録票（様式第３０号）

（１）契約内容に係る事項

ア 居宅受給者証番号

イ 支給決定障害者（保護者）氏名、児童氏名

ウ 事業者番号、事業者及びその事業所の名称

エ 決定支給量

オ 利用者負担額（本人、扶養義務者）

（２）サービス提供実績に係る事項

ア 実績の記録

、 （ ）、 （ ）、 、サービスを提供した 開始日 日付・曜日 終了日 日付・曜日 区分

日数、利用者負担額（本人・扶養義務者）をその都度、記録する。

イ 利用者確認

アにおいて記録した実績内容について、その都度、利用者（支給決定障害

者（保護者 ）の確認を受ける。）

なお、利用者（支給決定障害者（保護者 ）の確認は、原則として自署又は）

押印による。


